
○ e-Tax（国税電子申告・納税システム）から納付

e-Taxを利用して電子申告・徴収高計算書データの送信または納付情報登録依頼した後に、

メッセージボックスに格納される受信通知からアクセス

 便利① 専用サイト「国税クレジットカードお支払サイト」の入力がラク！

 →住所や名前、納付情報の入力が不要です。

 便利② 納付書不要で２４時間手続可能！(メンテナンス時間除く。)

○ 確定申告書等作成コーナーから納付

 確定申告書等作成コーナーで、納税額のある所得税または個人消費税の申告書を書面提出

した場合に表示される納付方法の案内画面からアクセス

○ 国税庁ホームページから納付

 国税庁ホームページから「国税クレジットカードお支払サイト」をクリックしてアクセス

 ※国税庁ホームページは右下の二次元コードよりアクセスできます。

（令和７年１月）

専用サイト「国税クレジットカードお支払サイト」を経由し、クレジットカードを使用して納付する方法です。

・ クレジットカード納付では納付税額に応じた決済手数料がかかります。

詳細は「国税クレジットカードお支払サイト」をご確認ください。

※決済手数料は、国の収入になるものではありません。

・ クレジットカード納付ができる金額は1,000万円未満、かつ、ご利用になるクレジットカード

 の決済可能額以下の金額(決済手数料含む)です。

・ 利用可能なクレジットカードはVisa、Mastercard、JCB、American Express、

Diners Clubです。

・ クレジットカード納付では領収書は発行されません。

・ クレジットカード納付をしてから、納付済の納税証明書の発行が可能となるまで３週間程度

かかる場合があります。

 詳しくは国税庁ホームページ「クレジットカード納付の手続」へ

クレジットカード納付とは

国税

クレジットカード

お支払サイト

クレジットカード納付利用方法

ご利用に当たっての注意事項

e-Taxを利用した

納付手順は裏面へ

国税庁長官が指定した納付受託者(株式会社エフレジ)へ国税の立替払い

を委託する手続を行うための専用サイトです。

☞ 



※ 源泉所得税の徴収高計算書の提出・納付を例に紹介します。

① e-Taxホームページより、e-Taxソフト（WEB版）にログイン

② 「申請・納付手続を行う」の「徴収高計算書を提出する」から徴収高計算書を提出

③ メッセージボックスに格納される「納付区分番号通知」から「クレジットカード納付」をクリック

e-Taxを利用したことがない方

「e-Tax開始届出書」を所轄の税務署へ提出してください。

【国税クレジットカードお支払サイト】へ遷移します。

e-Taxホームページ「https://www.etax.nta.go.jp/todokedesho/kaishi3.htm」

こちらから作成・提出

スクロール

を利用した場合の

e-Taxホームページへの

アクセスはこちら

確認後、次へ。
案内に従って進めてください。

https://www.etax.nta.go.jp/todokedesho/kaishi3.htm
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